
 
 

総 発 0 3 3 1 第 1 号 

政総発 0331 第 1 号 

令和８年３月 31 日 

 

 

 

各都道府県及び各指定都市 担当部（局）長 殿 

 

 

                 厚生労働省大臣官房総務課長 

                      政策統括官（総合政策担当） 

                                         （ 公 印 省 略 ） 

 

「厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に 

携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行につ

いて」の一部改正について 

 

 

標記については、令和３年 10 月 22 日付け総発 1022 第１号・政総発 1022 第

１号「厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携

帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について」

により通知したところですが、今般、別添新旧対照表のとおり改正することとし

ましたので、貴職におかれては、貴管内市町村（特別区を含み、指定都市を除

く。）に対して周知願います。 
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 総 発 1 0 2 2 第 １ 号 

政 総 発 1 0 2 2 第 １ 号 

令 和 ３ 年 10 月 22 日 
 

改正 総 発 0 3 3 1 第 １ 号 

政 総 発 0 3 3 1 第 １ 号 

令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 
 

 改正 総 発 0 9 2 8 第 １ 号 

政 総 発 0 9 2 8 第 １ 号 

令 和 ４ 年 ９ 月 28 日 
 

 改正 総 発 0 3 3 1 第 1 号 

政 総 発 0 3 3 1 第 1 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 

 

 

 

 各都道府県及び各指定都市 担当部（局）長 殿 

 

 

                   厚生労働省大臣官房総務課長 

                        政策統括官（総合政策担当） 

                                           （ 公 印 省 略 ） 

 

   厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員 

   の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について 

 

 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身

分を示す証明書の様式の特例に関する省令（令和３年厚生労働省令第 175 号。以下「特例

省令」という。）等の趣旨、内容等については下記のとおりですので、貴職におかれては、

下記事項に留意の上、その積極的な活用を検討されるとともに、貴管内市町村（特別区を

含み、指定都市を除く。）に対して周知願います。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

１ 制定の趣旨 

    地方公共団体からの提案を受け、令和３年３月 16 日付けで環境省の所管する法律の

規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する

省令（令和３年環境省令第２号）等が公布され、環境省所管法令（他府省庁との共管法

令を含む。以下同じ。）に基づく地方公共団体職員が用いる立入検査等（職員が立ち入
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って検査・調査等を行うものをいう。以下同じ。）に係る全ての身分証明書を統合でき

る統合様式が定められた。 

  今般、環境省以外が所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身

分証明書についても、統合対象とすべきものがないか地方公共団体から意見を募ったと

ころ、多くの提案があったことから、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づ

く身分証明書も、特例省令により環境省が定めた統合様式と同様の様式を用いて身分証

明書を作成することができることとした。 

  また、厚生労働省の所管する法令に規定する立入検査等に係る身分証明書について現

行の省令において様式の定めのないもの及び地方公共団体の条例に基づく立入検査等に

係る身分証明書についても、別添のとおり、各地方公共団体の条例又は内規等において

これらの身分証明書の様式について特段の制約を定めていない限りにおいて、統合様式

を用いて身分証明書を作成することができることとした。 

なお、他府省庁との共管法令の規定に基づく立入検査等に係る身分証明書についても、

共管府省庁の組み合わせごとに新たな共同命令を制定して統合様式を定めることによ

り、統合様式を用いて身分証明書を作成することができることとした（共同命令の施行

については、当該命令に係る立入検査等の根拠となる共管法令の条項を所管する部局及

び他府省庁から別途通知されるものであること。）ほか、他府省庁の所管法令等の規定

に基づく立入検査等に係る身分証明書についても、統合様式を用いて身分証明書を作成

することができることとされた。 

 

２ 制定された省令等の概要 

（１）特例省令 

   立入検査等の際に携帯する職員の身分証明書のうち法令において様式の定めがある

ものについて、既存の身分証明書の様式に加えて、統合様式を用いることができる旨

を規定した。  

   なお、統合様式を用いることができる身分証明書の一覧は、特例省令を参照された

い。 

 

（２）別添の第一欄に掲げる法令に規定する立入検査等に係る身分証明書 

   これらの身分証明書については法令において様式の定めのないものであるが、本通

知により、各地方公共団体の条例又は内規等において特段の制約を定めていない限り、

特例省令で規定する統合様式を用いることができることとした。  

 

３ 統合様式の記載内容等 

 ・統合様式中第１面には、発行された身分証明書を識別するための発行番号並びに立入

検査等をする権限を有する職員の職名、氏名（旧姓使用を可能とする。ただし、別に

定めがある場合はこの限りではない。）及び生年月日を記載し、当該職員の顔写真を

貼付するとともに、身分証明書の交付日及び有効期限を記載し、発行者が押印するも

のとする。 

 ・有効期限については、従来どおり各地方公共団体において設定するものとする（なお、
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従来、有効期限を定めていた様式については、特例省令附則第２条から第 11 条までの

とおり、他の規則の現行様式と同様に各地方公共団体において設定するものとしたと

ころである。）。 

 ・統合様式中第２面の「法令の条項」の欄には、上記２（１）及び（２）に掲げる立入

検査等の根拠となる法律の条項及び立入検査等の根拠となる条例の条項のうち統合の

対象とするものを選択して記載することとする。「該当の有無」の欄については、「法

令の条項」の欄に記載のある各条項について、身分証明書の発行を受ける職員が立入

検査等の職権を有するものには「○」を、有しないものには「－」を記載することと

する（当該地方公共団体又は各部局等が所管する全ての法令の条項を列記した上で職

員ごとに権限の有無を示す「○」又は「－」を「該当の有無」の欄に記載するほかに、

当該職員が立入検査等の職権を有する法令の条項のみを列記した上で全ての「該当の

有無」の欄に「○」印を記載することとしても差し支えない。）。同一法令中に立入

検査等に係る複数の条項があり、当該職員の権限がそのうちの一部の規定に基づく立

入検査等に限定されている場合には、権限を有する範囲が明らかとなるよう当該法令

中の対象条項を特定して記載することとする。 

 ・統合様式に基づく身分証明書は用紙１枚で作成することとする。地方公共団体等ごと

に列挙する法令の条項の数が大きく異なると考えられることから、用紙及び貼付する

写真のサイズは各地方公共団体等において設定できることとするとともに、第２面に

ついては、表面に記載するほか、備考４のとおり、全部又は一部を裏面に記載するこ

とができることとする。また、身分証明書の記載は印字することとし（手書きはしな

いこと）、修正しないこと。 

 ・立入検査等の根拠となる法令の条文について、立入検査等の際に事業者等から照会が

あった場合には、身分証明書の第２面に記載している「法令の条項」の欄を提示する

方法のほか、別紙に印刷し若しくは電子機器に表示した条文を提示する、又は条文の

参照方法を口頭で伝達するなど、適当な方法により対応されたい。 

 

４ その他 

統合様式が利用可能となった各身分証明書に関する問合せについては、各担当課室に

おいて対応することとしている。 



徴収法141条）

44条4項（国税徴収法
141条） なし 厚生労働省

113条（地方自治法
231条の3 3項、国税
徴収法141条）

なし 厚生労働省

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和
62年法律第30号）

48条の9並びに附則25
条及び27条2項におい
て準用する20条1項

なし 厚生労働省

115条の45の7 1項 なし 厚生労働省

144条（地方自治法
231条の3 3項、国税
徴収法141条）

なし 厚生労働省

156条4項（国税徴収
法141条） なし 厚生労働省

障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律(平成17年

8条3項（国税徴収
法141条）

なし 厚生労働省

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者
に対する支援等に関する法律（平成
17年法律第124号）

11条1項 なし 厚生労働省

障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律（平成
23年法律第79号）

11条1項 なし 厚生労働省

労働者協同組合法（令和２年法律第
126条1項 なし 厚生労働省

（以下の法令は他府省との共管）

24条1項 なし

36条1項 なし

5 介護保険法（平成9年法律第123号）

高齢者の居住の安定確保に関する法
律（平成13年法律第26号）

厚生労働省
国土交通省

厚生労働省
国土交通省

高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）
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令和８年３月31日付け総発0331第１号・政総発0331第１号「厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員

の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について」の一部改正について 
 

改正後 改正前 

１ 制定の趣旨 

（略） 

  なお、他府省庁との共管法令の規定に基づく立入検査等に係る身分証明書

についても、共管府省庁の組み合わせごとに新たな共同命令を制定して統合

様式を定めることにより、統合様式を用いて身分証明書を作成することがで

きることとした（共同命令の施行については、当該命令に係る立入検査等の根

拠となる共管法令の条項を所管する部局及び他府省庁から別途通知されるも

のであること。）ほか、他府省庁の所管法令等の規定に基づく立入検査等に係

る身分証明書についても、統合様式を用いて身分証明書を作成することがで

きることとされた。 

 

 

２ 制定された省令等の概要 

（１）特例省令 

   立入検査等の際に携帯する職員の身分証明書のうち法令において様式の

定めがあるものについて、既存の身分証明書の様式に加えて、統合様式を用

いることができる旨を規定した。  

   なお、統合様式を用いることができる身分証明書の一覧は、特例省令を参

照されたい。 

 

（２）（略） 

 

３ 統合様式の記載内容等 

 ・統合様式中第１面には、発行された身分証明書を識別するための発行番号並

びに立入検査等をする権限を有する職員の職名、氏名（旧姓使用を可能とす

る。ただし、別に定めがある場合はこの限りではない。）及び生年月日を記

載し、当該職員の顔写真を貼付するとともに、身分証明書の交付日及び有効

期限を記載し、発行者が押印するものとする。 

１ 制定の趣旨 

（略） 

なお、他府省庁との共管法令の規定に基づく立入検査等に係る身分証明書

についても、共管府省庁の組み合わせごとに新たな共同命令13本を制定して

統合様式を定めることにより、統合様式を用いて身分証明書を作成すること

ができることとした（共同命令の施行については、当該命令に係る立入検査等

の根拠となる共管法令の条項を所管する部局及び他府省庁から別途通知され

るものであること。）ほか、他府省庁の所管法令等の規定に基づく立入検査等

に係る身分証明書についても、統合様式を用いて身分証明書を作成すること

ができることとされた（各府省庁の統合対象となる身分証明書については参

考一覧のとおり。）。 

 

２ 制定された省令等の概要 

（１）特例省令 

   立入検査等の際に携帯する職員の身分証明書のうち法令において様式の

定めがあるものについて、既存の身分証明書の様式に加えて、統合様式を用

いることができる旨を規定した。  

   なお、統合様式を用いることができる身分証明書の一覧は、特定省令を参

照されたい。 

 

（２）（略） 

 

３ 統合様式の記載内容等 

 ・統合様式中第１面には、発行された身分証明書を識別するための発行番号並

びに立入検査等をする権限を有する職員の職名、氏名及び生年月日を記載

し、当該職員の顔写真を貼付するとともに、身分証明書の交付日及び有効期

限を記載し、発行者が押印するものとする。 
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（略） 

 

４ その他 

  統合様式が利用可能となった各身分証明書に関する問合せについては、各

担当課室において対応することとしている。 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 本通知発出により統合様式が利用可能となった立入検査等身分証明書   別添 

                            R8.3.31 時点   

 
 （第一欄） （第二欄） （第三欄） （第四欄） （第五欄） 

立入検査根拠法令 既存の身分証明書様式を定める省

令等 

法令 

所管府省 

（共管法令の場

合） 

備考 

（略） 

 

４ その他 

  統合様式が利用可能となった各身分証明書に関する問合せについては、別

紙の各担当課室において対応することとしているので、必要に応じ参照され

たい。 

 

  担当課室一覧                          別紙 

                            R4.9.28 時点 

  統合様式が利用可能となった各身分証明書の担当部署は下表の右欄のとお

りです。お問い合わせの際は、厚生労働省お問い合わせ窓口（電話 03-

5253-1111（代表）（平日 18 時 15 分まで））にご連絡いただき、オペ

レータに担当部署名をお伝えください。 

   

特例省令制定により統合様式が利用可能となった立入検査等身分証明書 

（略） （略） 

 

本通知発出により統合様式が利用可能となった立入検査等身分証明書（別添） 

（略） （略） 

 

  本通知発出により統合様式が利用可能となった立入検査等身分証明書   別添 

                            R4.9.28 時点   

 
 （第一欄） （第二欄） （第三欄） （第四欄） （第五欄） 

立入検査根拠法令 既存の身分証明書様式を定める省

令等 

法令 

所管府省 

（共管法令の場

合） 

備考 
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法令名 条項 省令等名 条項等 主管府省 

（削る） （削る） （削る） （削る）  （削る）   

（削る） （削る）  （削る）  

（削る） （削る）  （削る）  

1 社会福祉法（昭

和26年法律第

45号） 

70条 なし  厚生労働省   

（削る） （削る） （削る） （削る）  （削る）   

2 国民健康保険法

（昭和33年法

律第192号） 

79条の2（地方自

治法231条の3 3

項、国税徴収法141

条） 

なし  厚生労働省   

3 高齢者の医療の

確保に関する法

律（昭和57年

法律第80号） 

44条4項（国税徴

収法141条） 

なし  厚生労働省   

113条（地方自治法

231条の3 3項、国

税徴収法141条） 

なし  厚生労働省  

4 社会福祉士及び

介護福祉士法

（昭和62年法

律第30号） 

48条の9並びに附

則25条及び27条2

項において準用す

る20条1項 

なし  厚生労働省   

5 介護保険法（平

成9年法律第

123号） 

115条の45の7 1

項 

なし  厚生労働省   

144条（地方自治法

231条の3 3項、国

税徴収法141条） 

なし  厚生労働省  

156条4項（国税徴

収法141条） 

なし  厚生労働省  

（削る） （削る） （削る） （削る）  （削る）   

（削る） （削る）  （削る）  

（削る） （削る）  （削る）  

（削る） （削る）  （削る）  

法令名 条項 省令等名 条項等 主管府省 

1 児童福祉法（昭

和22年法律第

164号） 

29条 なし  厚生労働省   

56条1～2項・4

項・6項 

なし  厚生労働省  

57条の2 6項 なし  厚生労働省  

2 社会福祉法（昭

和26年法律第

45号） 

70条 なし  厚生労働省   

3 水道法（昭和

32年法律第177

号） 

17条1項 なし  厚生労働省   

4 国民健康保険法

（昭和33年法

律第192号） 

79条の2（地方自

治法231条の3 3

項、国税徴収法141

条） 

なし  厚生労働省   

5 高齢者の医療の

確保に関する法

律（昭和57年

法律第80号） 

44条4項（国税徴

収法141条） 

なし  厚生労働省   

113条（地方自治法

231条の3 3項、国

税徴収法141条） 

なし  厚生労働省  

6 社会福祉士及び

介護福祉士法

（昭和62年法

律第30号） 

48条の9並びに附

則18条及び20条2

項において準用す

る20条1項 

なし  厚生労働省   

7 介護保険法（平

成9年法律第

123号） 

115条の45の7 1

項 

なし  厚生労働省   

144条（地方自治法

231条の3 3項、国

税徴収法141条） 

なし  厚生労働省  

156条4項（国税徴

収法141条） 

なし  厚生労働省  

8 児童虐待の防止

等に関する法律

（平成12年法

律第82号） 

8条の2 1項 なし  厚生労働省   

9条1項 なし  厚生労働省  

9条の2 1項 なし  厚生労働省  

9条の3 1項 なし  厚生労働省  
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6 障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

(平成17年法律

第123号) 

8条3項（国税徴収

法141条） 

なし  厚生労働省   

7 高齢者虐待の防

止、高齢者の養

護者に対する支

援等に関する法

律（平成17年

法律第124号） 

11条1項 なし  厚生労働省   

8 障害者虐待の防

止、障害者の養

護者に対する支

援等に関する法

律（平成23年

法律第79号） 

11条1項 

 

なし  厚生労働省   

9 労働者協同組合

法（令和２年法

律第78号） 

126条1項 なし  厚生労働省   

（以下の法令は他省庁との共管） 

１ （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

9 障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

(平成17年法律

第123号) 

8条3項（国税徴収

法141条） 

なし  厚生労働省   

10 高齢者虐待の防

止、高齢者の養

護者に対する支

援等に関する法

律（平成17年

法律第124号） 

11条1項 なし  厚生労働省   

11 障害者虐待の防

止、障害者の養

護者に対する支

援等に関する法

律（平成23年

法律第79号） 

11条1項 

 

なし  厚生労働省   

12 労働者協同組合

法（令和２年法

律第78号） 

126条1項 なし  厚生労働省   

（以下の法令は他省庁との共管） 

１ （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 


